
様式２

（平成２０年度第１回鹿児島県事業評価監視委員会）の会議結果の概要

開催日時 平成２０年 ８月 ６日（水）１３：２０～１７：００

開催場所 県庁行政庁舎１７階 １７－Ａ－１会議室

出席委員 泉健子，井上佳朗，志村正子，下川悦郎，肥後勝司，松下繁，

渡邊紀子

公開・非公開の別 公 開 傍聴者数 ３名（マスコミのみ）

問 い 合 わ せ 先 土木部技術管理課企画指導係

議 題

平成２０年度事業再評価対象箇所全４６箇所のうち２１箇所の審議

ア 再評価対象箇所の概要説明

イ 詳細審議箇所及び現地調査箇所の抽出

審議結果等の概要

第１回委員会に付議された事業再評価対象箇所（２１箇所）について，概

要説明の後，審議が行われ下記の４箇所を抽出し，次回以降の委員会で詳細

審議を行うこととされた。

①地方港湾改修事業（三島村 竹島港）

・財政的な予算確保の見通しや，防波堤整備の考え方について，詳細審議

を行う。

②地方港湾改修事業（十島村 やすら浜港）

・財政的な予算確保の見通しや，岸壁の計画・必要性について，詳細審議

を行う。

③公共下水道事業（霧島市 国分隼人処理区）

・都市計画との整合性や事業の位置付け，効果等について，詳細審議を行

う。

④土地区画整理事業（いちき串木野市 麓地区）

・人口が減少する中，整備の必要性や投資効果等について，現地調査のう

え詳細審議を行う。

（注）①，②，③，④の全て，市町村事業である。

その他

・平成１７年度に条件を付して中止となった１箇所（県営かんがい排水事業

長島地区）の報告については，了承された。

・第２回委員会（次回）において残り２５箇所の審議を行い，詳細審議箇所

の抽出を行う。



様式２

（平成２０年度第２回鹿児島県事業評価監視委員会）の会議結果の概要
開催日時 平成２０年 ８月１９日（火）１３：２０～１７：００

開催場所 県庁行政庁舎１７階 １７－Ａ－１会議室
出席委員 浅野敏之，泉健子，井上佳朗，志村正子，下川悦郎，肥後勝司，

松下繁，山本智子，渡邊紀子
公開・非公開の別 公 開 傍聴者数 ４名（マスコミのみ）

問 い 合 わ せ 先 土木部技術管理課企画指導係
議 題

平成２０年度事業再評価対象箇所全４６箇所のうち２５箇所の審議
ア 再評価対象箇所の概要説明

イ 詳細審議箇所及び現地調査箇所の抽出

審議結果等の概要

第２回委員会に付議された事業再評価対象箇所（２５箇所）について，概要説明

の後，審議が行われ下記の７箇所を抽出し，次回以降の委員会で詳細審議を行うこ

ととされた。

①都市河川改修事業（鹿児島市 新川）

・西之谷ダムとの関連等について，現地調査のうえ詳細審議を行う。

②都市河川改修事業（鹿児島市 稲荷川）

・放水路の工法やコスト等について，現地調査のうえ詳細審議を行う。

③火山砂防事業（鹿児島市 花倉第３谷）

・国立公園や名勝文化財に対する配慮等について，詳細審議を行う。

④火山砂防事業（鹿児島市 アミダ川）

・国立公園に対する配慮等について，詳細審議を行う。

⑤重要港湾改修事業（西之表市 西之表港）

・岸壁の整備計画や工法・コスト，必要性等について，現地調査のうえ詳細審議

を行う。

⑥地方港湾改修事業（屋久島町 宮之浦港）

・防波堤の整備計画やコスト，必要性等について，詳細審議を行う。

⑦地方港湾改修事業（和泊町 和泊港）

・防波堤の整備計画（法線）やコスト，必要性，利用船舶との関連等について，

詳細審議を行う。

（注）①～⑦の全て，県事業である。

その他

・第１回委員会で抽出された４箇所と，今回抽出された７箇所の，計１１箇所につ

いて，第３回委員会（次回）にて詳細審議を行う。

・道路改築事業（奄美市 佐仁万屋赤木名線須野工区）及び特殊改良事業（徳之島

町 伊仙亀津徳之島空港線本花徳工区）における事業進捗について，第３回委員

会（次回）で再度報告を行う。



様式２

（平成２０年度第３回鹿児島県事業評価監視委員会）の会議結果の概要
開催日時 平成２０年１１月１８日（火）１３：２０～１８：００

開催場所 県庁行政庁舎１８階 特別会議室
出席委員 浅野敏之，泉健子，井上佳朗，志村正子，下川悦郎，肥後勝司，

松下繁，山本智子，渡邊紀子
公開・非公開の別 公 開 傍聴者数 ３名（マスコミのみ）

問 い 合 わ せ 先 土木部技術管理課企画指導係
議 題

１ 詳細審議１１箇所に係る審議
２ 本年度付議箇所（全４６箇所）の審議結果取りまとめ

審議結果等の概要

１ 詳細審議

第１回及び第２回委員会において，詳細審議箇所として抽出された１１箇所に

ついて詳細審議が行われ，２箇所に条件，１箇所に要望が付された上で，「継続」

という対応方針案が妥当であると認められた。

◇条件を付された箇所：２箇所

地方港湾改修事業（和泊町 和泊港） ［対応方針案：継続］

公共下水道事業 （霧島市 国分隼人処理区 ［対応方針案：継続］

◇要望を付された箇所：１箇所

重要港湾改修事業（西之表市 西之表港） ［対応方針案：継続］

◇以下の８箇所について対応方針案どおり認められた。

都市河川改修事業（鹿児島市 新川） ［対応方針案：継続］

都市河川改修事業（鹿児島市 稲荷川） ［対応方針案：継続］

火山砂防事業 （鹿児島市 花倉第３谷） ［対応方針案：継続］

火山砂防事業 （鹿児島市 アミダ川） ［対応方針案：継続］

地方港湾改修事業（屋久島町 宮之浦港） ［対応方針案：継続］

地方港湾改修事業（三島村 竹島港） ［対応方針案：継続］

地方港湾改修事業（十島村 やすら浜港） ［対応方針案：継続］

土地区画整理事業（いちき串木野市 麓地区 ［対応方針案：継続］

２ 本年度の審議結果

本年度４６箇所（「中止」１箇所，「継続」４５箇所）について，審議を行ったと

ころ，すべて事業主体の対応方針案が妥当であると了承された。

そのうち，条件(２箇所)，要望(１箇所)が付せられた上で，妥当であると了承さ

れた。

その他

・第３回委員会をもって本年度の審議が終了したことから，今後，委員会からの結

果報告を受け，知事が対応方針を決定します。


